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○大和市自治基本条例 

平成16年10月７日条例第16号 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの、事業を営むもの等をい

う。 

(２) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び

固定資産評価審査委員会をいう。 

(３) 市 住民、市議会及び執行機関によって構成され、市民に対して地域における行政を自主

的かつ総合的に実施する役割を担う自治体をいう。 

(４) 協働 市民、市議会及び執行機関が、自主性を尊重し対等な立場で相互に補完し、協力す

ることをいう。 

（資料３） 


